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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局及び移動局と各々通信を行う２系統の無線通信手段と、無線通信手段の動作を制
御する通信制御手段とを備えて、時分割多重された複数の絶対スロットを利用して移動局
と基地局との間で無線による通信を行う無線通信システムに用いられ、移動局と基地局と
の間で各々の送信電波を中継する無線中継装置において、移動局の位置登録時に基地局と
通信を行う無線通信手段が送受信する回線交換の通信用信号に割り当てられた絶対スロッ
ト及び移動局の位置登録時に移動局と通信を行う無線通信手段が送受信する回線交換の通
信用信号に割り当てられた絶対スロットで制御用信号の送受信が行われている場合、通信
制御手段は、予め制御用信号の送受信タイミングを記憶してから前記割り当てられた絶対
スロットでの制御用信号の送受信を停止し、移動局の位置登録後に制御用信号の送受信を
開始することを特徴とする無線中継装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムで移動局と基地局との間の無線通信を中継する無線中継装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、図１に示すような４チャネル多重のＴＤＭＡ－ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉ
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ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ－Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）
方式の無線通信システムにおいて移動局ＰＳと基地局ＢＳとの間の無線通信を中継する無
線中継装置１が提供されている。この無線中継装置１は、２系統のＢＳ側無線通信部２、
ＰＳ側無線通信部３と、ＢＳ側無線通信部２及びＰＳ側無線通信部３の送受信動作を制御
する通信制御部４と、動作電力を供給する電源５とを搭載し、ＢＳ側無線通信部２で基地
局ＢＳ向けアンテナ２ａを介して基地局ＢＳとの間で無線通信を行うと同時に、ＰＳ側無
線通信部３で移動局ＰＳ向けアンテナ３ａを介して移動局ＰＳとの間で無線通信を行って
いる。（「第二世代コードレス電話システム標準規格（ＲＣＲ　ＳＴＤ－２８）」参照）
。
【０００３】
　現在、５ｍｓｅｃの時間長を１フレームとし、さらに８等分したものを１スロット（時
間長０．６２５ｍｓｅｃ）として規定し、各絶対スロット毎に複数のキャリアが周波数多
重されている。そして図２に示すように、基地局ＢＳから移動局ＰＳ（以下、「下り」と
呼ぶ）への送信信号は、１フレーム中の下り区間Ａの４スロットＳ１～Ｓ４を割り当て、
移動局ＰＳから基地局ＢＳ（以下、「上り」と呼ぶ）への送信信号は、１フレーム中の上
り区間Ｂの４スロットＳ１～Ｓ４を割り当てている。つまり、１つの基地局ＢＳは理論上
最大４つの移動局ＰＳとの通信が同時に処理できる。また、１つの絶対スロットには１６
０ｂｉｔのデータが含まれ、１つの移動局ＰＳと基地局ＢＳとの間では５ｍｓｅｃ毎に１
６０ｂｉｔのデータが半二重で伝送されることになり、単位時間当たりで見れば３２ｋｂ
ｐｓの通信速度が得られることになり、４スロットでは最大１２８ｋｂｐｓの通信速度が
得られる。
【０００４】
　また、ＰＨＳでは１．９ＧＨｚ帯の無線周波数を利用しており、例えば屋外に設置され
ている基地局ＢＳの電波が建物内の移動局ＰＳに到達し難いため、屋外の基地局ＢＳと屋
内の移動局ＰＳとの間で各々の送信電波を中継する無線中継装置が従来より用いられてお
り、複数スロットを同時に使用することで高速のパケット通信を行うものもある。
【０００５】
　そして通信時には、通信データのやり取りをどの絶対スロットを用いて行うかを決定す
るスロット割当を行っており、基地局ＢＳ－無線中継装置１間の通信に用いる絶対スロッ
トは基地局ＢＳが割当スロットの決定権を持っており、移動局ＰＳ－無線中継装置１間の
通信に用いる絶対スロットは無線中継装置１が割当スロットの決定権を持っている。
【０００６】
　したがって、移動局ＰＳにおいて送信すべきデータが発生した場合は、すぐにデータの
送信処理を行うことはできず、絶対スロットの割り当てを無線中継装置１に要求し、さら
に無線中継装置１が基地局ＢＳに絶対スロットの割り当てを要求して、絶対スロットの割
り当てが完了してからデータのやり取りが開始される。
【０００７】
　この絶対スロットの割当要求の段階から、割当スロットが決定し、実際にデータのやり
取りを行うまでの手順をリンクチャネル確立処理と呼んでいる。このリンクチャネル確立
処理は、実際のデータのやり取りを行う通信用信号を用いず、スロットの設定等の制御を
行う制御用信号を用いて行うものであるため、無線中継装置１が上り、下りの各４スロッ
ト中で制御用信号を送信している絶対スロットの数によって、無線中継装置１を用いて行
う通信の速度が決定される。すなわち、リンクチャネル確立処理に入る前段階で、できる
だけ多くの絶対スロットで制御用信号を送信していれば、その分だけ無線中継装置１にお
いて移動局ＰＳからの割当要求を効率よく処理できるようになり、結果として実際のデー
タ通信を行う段階で通信速度の高速化をもたらすのである。
【０００８】
　そこで、従来、通常のリンクチャネル確立処理においては、リンクチャネルとして未使
用状態にあるスロットを割り当てることで、リンクの確立が不可能になる呼損率を減少さ
せていた。（例えば、特許文献１参照）
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００２－２６７９８号公報（段落番号［００４３］、図１，図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、携帯電話やＰＨＳのような公衆無線通信システムでは、移動局ＰＳへの着信
時に移動局ＰＳの所在を把握しておく必要があるため、移動局ＰＳの電源投入時、または
移動局ＰＳがある管理エリア内から別の管理エリアへ移動した場合等に、位置登録処理を
実施する。
【００１１】
　図５には、管理エリアＣ１～Ｃ４を各々有する基地局ＢＳ１～ＢＳ４と、ネットワーク
ＮＷを介して基地局ＢＳ１～ＢＳ４に接続した位置登録情報データベースＤＢとを備える
公衆無線通信システムにおいて、移動局ＰＳがある管理エリアＣ２内から別の管理エリア
Ｃ３へ移動した場合の例を示す。
【００１２】
　基地局ＢＳ２が構成する管理エリアＣ２から基地局ＢＳ３が構成する管理エリアＣ３へ
移動したことを検出した移動局ＰＳが、基地局ＢＳ３を通じて位置登録の要求を行うこと
で、この移動局ＰＳの位置情報がネットワークＮＷを介して位置登録情報データベースＤ
Ｂに登録または更新される。
【００１３】
　ＰＨＳの場合、この位置登録は、移動局ＰＳからの回線交換の位置登録リンクチャネル
確立要求を契機に処理を開始するものである。まず、図６に示すように、制御用信号を用
いて位置登録リンクチャネル確立要求が移動局ＰＳから基地局ＢＳに直接送信されると、
基地局ＢＳで選択された絶対スロットが位置登録リンクチャネルとして移動局ＰＳに割り
当てられる。そして、位置登録リンクチャネルが確立した後、通信用信号による位置登録
処理を行う。位置登録処理が完了すると、基地局ＢＳは切断コマンド（ＤＩＳＣ）を移動
局ＰＳに送信し、移動局ＰＳは非番号性確認レスポンス（ＵＡ）を基地局ＢＳに返信して
から、基地局ＢＳは無線チャネル切断を移動局ＰＳに送信して無線チャンネルを開放し、
移動局ＰＳは無線チャネル切断完了を基地局ＢＳに返信する。
【００１４】
　次に、図７に示すように、制御用信号を用いて位置登録リンクチャネル確立要求が移動
局ＰＳから無線中継装置１を介して基地局ＢＳに送信されると、基地局ＢＳでは割当チャ
ネルの選択処理を行い、基地局ＢＳで選択された絶対スロットが基地局ＢＳ側の位置登録
リンクチャネルとして無線中継装置１に割り当てられる。さらに、無線中継装置１で移動
局ＰＳの割り当てチャネル選択処理を行い、無線中継装置１で選択された絶対スロットが
移動局ＰＳ側の位置登録リンクチャネルとして移動局ＰＳに割り当てられる。このように
して位置登録リンクチャネルが確立した後、移動局ＰＳと基地局ＢＳとの間で無線中継装
置１を介して通信用信号による位置登録処理を行う。位置登録処理が完了すると、基地局
ＢＳは無線中継装置１を介して切断コマンド（ＤＩＳＣ）を移動局ＰＳに送信し、移動局
ＰＳは無線中継装置１を介して非番号性確認レスポンス（ＵＡ）を基地局ＢＳに返信して
から、基地局ＢＳは無線中継装置１を介して無線チャネル切断を移動局ＰＳに送信して無
線チャンネルを開放し、移動局ＰＳは無線中継装置１を介して無線チャネル切断完了を基
地局ＢＳに返信する。
【００１５】
　そして、無線中継装置１に対し移動局ＰＳから送信される位置登録リンクチャネル確立
要求は回線交換のリンクチャネル確立であるので、従来は、通話品質の低下を防ぐことを
目的に、無線中継装置１が移動局ＰＳに対して割り当てる絶対スロットは、基地局ＢＳが
無線中継装置１に対して割り当てた絶対スロットとは異なる絶対スロットを選択していた
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。
【００１６】
　ここで、回線交換はパケット交換とは異なり、リンクが確立している間は常に絶対スロ
ットを占有する形態の通信方式であるため、位置登録処理時の絶対スロットの割当前に該
絶対スロットがリンクチャネル確立要求等の制御用信号のやり取りを行うために使用され
ていたとしても、一旦割当が行われてしまえば、その後は制御用信号のやり取りの目的に
は使用できなくなってしまう。この動作について、図８及び図９を用いて以下説明する。
【００１７】
　図８（ａ）は、下り４スロットのＢＳ側無線通信部２で基地局ＢＳからの制御用信号を
受信し、これを下り４スロットのＰＳ側無線通信部３で移動局ＰＳ向けに中継送信してい
る状態を破線矢印にて示している。
【００１８】
　このとき、図８（ｂ）の実線矢印に示すように、移動局ＰＳから絶対スロットＳ１のタ
イミングで位置登録リンクチャネル確立要求を受信し、位置登録リンクチャネル確立のた
めの制御用信号のやり取りを上り下りの絶対スロットＳ１で実施したとする。
【００１９】
　この場合、割当チャネルの選択処理では、既に通信用信号のやり取りを実施している絶
対スロット（図８の例では該当スロットなし）を除外して、残りの絶対スロットの中から
最適な絶対スロットを割り当てるが、ここでは図８（ｃ）の白抜き矢印に示すように、基
地局ＢＳ側へは絶対スロットＳ２が、移動局ＰＳ側へは絶対スロットＳ３が割り当てられ
たとする。
【００２０】
　この位置登録リンクチャネル確立処理における無線中継装置１の動作について、更に詳
しく図９を用いて説明すれば、無線中継装置１において、ＰＳ側無線通信部３が移動局Ｐ
Ｓから制御用信号にて回線交換の位置登録リンクチャネル確立要求を受信した場合（ステ
ップＫ１００）、ＢＳ側無線通信部２は、ＰＳ側無線通信部３が位置登録リンクチャネル
確立要求を受信した絶対スロットと同一絶対スロット（図８では絶対スロットＳ１）を用
いて制御用信号にて基地局ＢＳへ中継する（ステップＫ１０１）。
【００２１】
　位置登録リンクチャネル確立要求を受信した基地局ＢＳは、通信用信号のやり取りに使
用していない絶対スロットのうち、雑音レベルが低い等で最適と判断できる絶対スロット
（図８では絶対スロットＳ２）を基地局ＢＳ側のリンクチャネル割当として選択し、位置
登録リンクチャネル確立要求の送信元である無線中継装置１に対し、位置登録リンクチャ
ネル確立要求を受信したスロットと同一絶対スロット（図８では絶対スロットＳ１）を用
いて制御用信号にて基地局ＢＳ側のリンクチャネル割当を送信する。
【００２２】
　基地局ＢＳ側の割当を受けた無線中継装置１において（ステップＫ１０２）、通信制御
部４は、基地局ＢＳ側に割り当てられた絶対スロット（図８では絶対スロットＳ２）でＢ
Ｓ側無線通信部２及びＰＳ側無線通信部３が制御用信号を送受信していることを認知すれ
ば（ステップＫ１０３）、割当後には制御用信号の中継処理が不能となるため、割り当て
られた絶対スロットでの制御用信号の送受信を停止させる（ステップＫ１０４）。図８で
は基地局ＢＳ側に割り当てられた絶対スロットＳ２にて制御用信号の送受信が割当前に行
われていたので、この段階で基地局ＢＳ側、移動局ＰＳ側共に絶対スロットＳ２での制御
用信号の送受信を停止させる。
【００２３】
　次に、通信制御部４は、ステップＫ１０２で基地局ＢＳから割当を受けた絶対スロット
（図８では絶対スロットＳ２）を除外した絶対スロットのうち、雑音レベルが低い等で最
適と判断できる絶対スロット（図８では絶対スロットＳ３）を移動局ＰＳ側のリンクチャ
ネル割当として選択する（ステップＫ１０５）。
【００２４】
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　そして、基地局ＢＳ側での処理同様、通信制御部４は、移動局ＰＳ側に割り当てたスロ
ット（図８では絶対スロットＳ３）で制御用信号を送受信していることを認知すれば（ス
テップＫ１０６）、制御用信号の送受信を停止させる（ステップＫ１０７）。図８では移
動局ＰＳ側に割り当てた絶対スロットＳ３にて制御用信号の送受信が選択前に行われてい
たので、この段階で基地局ＢＳ側、移動局ＰＳ側共に絶対スロットＳ３での制御用信号の
送受信を停止させる。
【００２５】
　その後、ＰＳ側無線通信部３は、元々位置登録リンクチャネル確立要求を送信してきた
移動局ＰＳに対し、位置登録リンクチャネル確立要求を受信したスロットと同一絶対スロ
ット（図８では絶対スロットＳ１）から、リンクチャネル割当によって選択した移動局Ｐ
Ｓ側の絶対スロット（図８では絶対スロットＳ３）を制御用信号で通知する（ステップＫ
１０８）。
【００２６】
　この段階で位置登録リンクチャネル確立の処理が完了するので、基地局ＢＳ及び移動局
ＰＳは、割り当てられた絶対スロットＳ２及びＳ３を用い、無線中継装置１を介して通信
用信号による位置登録の手続きを行えることとなる。
【００２７】
　このように、位置登録リンクチャネル確立処理の過程で、絶対スロットＳ２及びＳ３で
は、割当後には制御用信号の中継処理が不能となる為、割当と同時に図８（ａ）で実施し
ていた制御用信号送受信が絶対スロットＳ２及びＳ３では停止される。
【００２８】
　この状態を図８（ｃ）に示すが、白抜き矢印は割当チャネルでの位置登録処理のための
通信用信号のやり取りを表している。
【００２９】
　その後、位置登録処理が完了すると、位置登録処理に使用した絶対スロットＳ２及びＳ
３は解放され、図８（ｄ）のような状態になるが、このときにはもはや位置登録処理に用
いなかった絶対スロットＳ１及びＳ４のみでしか制御用信号の中継を行っていないことに
なってしまう。
【００３０】
　但し、その場合であっても、位置登録処理の完了後、時間が十分に確保できれば、実際
のデータ通信のためのリンクチャネル確立要求が移動局より送信されるタイミングまでに
位置登録処理に使用した絶対スロットでも再度制御用信号のやり取りが行えるようにする
ための準備ができるので問題ないが、移動局ＰＳによっては、図１０に示すように、位置
登録をして、リンクチャネルを切断した直後に実際のデータ通信のためのリンクチャネル
確立要求を基地局ＢＳに対して無線中継局１を介して送信し、基地局ＢＳから無線中継局
１を介してリンクチャネルの割当を受けてデータ通信を行うものがあり、この場合には、
例えばＰＨＳであれば、４スロット中、少なくとも２スロットではリンクチャネル確立要
求信号の処理を行うことができず、本来の通信速度が得られなくなるおそれがあった。
【００３１】
　このように、位置登録リンクチャネル確立処理の場合は、通常のリンクチャネル確立処
理とは異なり、移動局ＰＳからの割当要求の処理効率が悪く、結果として通信速度が遅く
なることがあった。
【００３２】
　本発明は、上記事由に鑑みてなされたものであり、その目的は、移動局の位置登録処理
の直後であっても、制御用信号のやり取りのための絶対スロットをできるだけ確保するこ
とにより、所期の通信速度が得られるようにした無線中継装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
　請求項１の発明は、基地局及び移動局と各々通信を行う２系統の無線通信手段と、無線
通信手段の動作を制御する通信制御手段とを備えて、時分割多重された複数の絶対スロッ
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トを利用して移動局と基地局との間で無線による通信を行う無線通信システムに用いられ
、移動局と基地局との間で各々の送信電波を中継する無線中継装置において、移動局の位
置登録時に基地局と通信を行う無線通信手段が送受信する回線交換の通信用信号に割り当
てられた絶対スロット及び移動局の位置登録時に移動局と通信を行う無線通信手段が送受
信する回線交換の通信用信号に割り当てられた絶対スロットで制御用信号の送受信が行わ
れている場合、通信制御手段は、予め制御用信号の送受信タイミングを記憶してから前記
割り当てられた絶対スロットでの制御用信号の送受信を停止し、移動局の位置登録後に制
御用信号の送受信を開始することを特徴とする。
【００３４】
　この発明によれば、移動局の位置登録時に、基地局から無線中継装置に対するスロット
割当、及び無線中継装置から移動局に対するスロット割当のいずれによっても、制御用信
号の送受信の停止は発生せず、制御用信号のやり取りのための絶対スロットをできるだけ
確保することができて、位置登録処理直後のデータ通信時に所期の通信速度が得られる。
【発明の効果】
【００３５】
　以上説明したように、本発明では、移動局の位置登録処理の直後であっても、制御用信
号のやり取りのための絶対スロットをできるだけ確保することにより、所期の通信速度を
得ることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明が適用される無線中継装置の構成及び該装置が適用されるシステムの概要
を示す図である。
【図２】本発明が適用される無線中継装置のスロット構成を示す図である。
【図３】本発明の基本構成の無線中継装置における位置登録リンクチャネル確立処理のフ
ローを示す図である。
【図４】本発明の実施形態の無線中継装置における位置登録リンクチャネル確立処理のフ
ローを示す図である。
【図５】位置登録処理の概念を示す図である。
【図６】位置登録時の基地局と移動局との間のシーケンスを示す図である。
【図７】位置登録時の基地局と無線中継装置と移動局との間のシーケンスを示す図である
。
【図８】（ａ）～（ｄ）従来の無線中継装置における位置登録処理時のスロット使用状況
の遷移を示す図である。
【図９】従来の無線中継装置における位置登録リンクチャネル確立処理のフローを示す図
である。
【図１０】通信発生時の基地局と無線中継装置と移動局との間のシーケンスを示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００３８】
　　（基本構成）
　本基本構成の無線中継装置１の構成は、背景技術で説明した従来例と同様に図１に示さ
れ、チャネル多重のＴＤＭＡ－ＴＤＤ方式の無線通信システムにおいて移動局ＰＳと基地
局ＢＳとの間の無線通信を中継するＰＨＳなどの無線通信システムに用いられ、移動局Ｐ
Ｓと基地局ＢＳとの間のパケット交換及び回線交換を行う無線通信を中継するもので、そ
のスロット構成は従来例と同様に図２に示され、最大１２８ｋｂｐｓの通信に対応してい
る。なお、従来例と同様の構成には同一の符号を付して説明は省略する。
【００３９】
　以下、本基本構成の無線中継装置１による位置登録リンクチャネル確立処理フローを図
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３を用いて説明する。
【００４０】
　無線中継装置１において、ＰＳ側無線通信部３が移動局ＰＳから制御用信号にて回線交
換の位置登録リンクチャネル確立要求を受信した場合（ステップＫ１）、ＢＳ側無線通信
部２は、ＰＳ側無線通信部３が位置登録リンクチャネル確立要求を受信したスロットと同
一絶対スロットを用いて制御用信号にて基地局ＢＳへ中継する（ステップＫ２）。
【００４１】
　位置登録リンクチャネル確立要求を受信した基地局ＢＳは、通信用信号のやり取りに使
用していないスロットのうち、雑音レベルが低い等で最適と判断できる絶対スロットを基
地局ＢＳ側のリンクチャネル割当として選択し、リンクチャネル確立要求の送信元である
無線中継装置１に対し、位置登録リンクチャネル確立要求を受信したスロットと同一絶対
スロットを用いて制御用信号にて基地局ＢＳ側のリンクチャネル割当を送信する。
【００４２】
　基地局ＢＳ側の割当を受けた無線中継装置１において（ステップＫ３）、通信制御部４
は、基地局ＢＳ側に割り当てられた絶対スロットでＢＳ側無線通信部２及びＰＳ側無線通
信部３が制御用信号を送受信していることを認知すれば（ステップＫ４）、割り当てられ
た絶対スロットでの制御用信号の送受信を停止させる（ステップＫ５）。
【００４３】
　ここまでの動作は従来の無線中継装置と何ら変わらないものである。
【００４４】
　次に、無線中継装置１の動作としては、移動局ＰＳ側に割り当てるべき絶対スロットを
決定するという処理があるが、ここで従来の装置とは異なる処理が行われる。
【００４５】
　具体的には、通信制御部４は、ＢＳ側無線通信部２及びＰＳ側無線通信部３において、
通信用信号及び制御用信号の送受信に使用していない、いわゆるアイドルスロット（未使
用スロット）が存在するか否かを確認し（ステップＫ６）、もしアイドルスロットが存在
するのであれば、そのアイドルスロットを優先的に移動局ＰＳ側のリンクチャネル割当と
して選択する（ステップＫ７）。
【００４６】
　但し、アイドルスロットが存在しないのであれば、通信制御部４は、従来の装置におけ
る処理と同様、ステップＫ３で基地局ＢＳから割当を受けた絶対スロットを除外した絶対
スロットのうち、雑音レベルが低い等で最適と判断できる絶対スロットを移動局ＰＳ側の
リンクチャネル割当として選択し（ステップＫ８）、割り当てられた絶対スロットにおけ
る制御用信号の送受信を停止させる（ステップＫ９）。
【００４７】
　そして、ＰＳ側無線通信部３は、元々、位置登録リンクチャネル確立要求を送信してき
た移動局ＰＳに対し、位置登録リンクチャネル確立要求を受信したスロットと同一絶対ス
ロットを用いて、リンクチャネル割当によって選択した移動局ＰＳ側の絶対スロットを制
御用信号で通知する（ステップＫ１０）。
【００４８】
　この段階で位置登録リンクチャネル確立の処理が完了するので、基地局ＢＳ及び移動局
ＰＳは、割当スロットを用い、無線中継装置１を介して位置登録の手続きを行えることと
なる。
【００４９】
　このように、この無線中継装置１を用いることで、アイドル状態である絶対スロットが
移動局ＰＳに対する割当スロットとして優先的に選択されることから、位置登録のリンク
チャネル確立処理により送受信が停止させられてしまう制御用信号の割合を低く抑えるこ
とができ、この位置登録処理の直後に実際のデータ通信の要求が発生しても、所期の通信
速度が得られる確率が高くなる。
【００５０】
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　　（実施形態）
　本実施形態の無線中継装置１の構成は基本構成と同様であり、同様の構成には同一の符
号を付して説明は省略する。
【００５１】
　以下、本実施形態の無線中継装置１による位置登録リンクチャネル確立処理フローを図
４を用いて説明する。
【００５２】
　無線中継装置１は移動局ＰＳから制御用信号にて回線交換の位置登録リンクチャネル確
立要求を受信した場合（ステップＫ４０）、位置登録リンクチャネル確立要求を受信した
スロットと同一絶対スロットを用いて制御用信号にて基地局ＢＳへ中継する（ステップＫ
４１）。
【００５３】
　位置登録リンクチャネル確立要求を受信した基地局ＢＳは、通信用信号のやり取りに使
用していないスロットのうち、雑音レベルが低い等で最適と判断できる絶対スロットを基
地局ＢＳ側のリンクチャネル割当として選択し、リンクチャネル確立要求の送信元である
無線中継装置１に対し、位置登録リンクチャネル確立要求を受信したスロットと同一絶対
スロットを用いて制御用信号にてリンクチャネル割当を送信する。
【００５４】
　基地局ＢＳ側の割当を受けた無線中継装置１において（ステップＫ４２）、通信制御部
４は、基地局ＢＳ側に割り当てられた絶対スロットでＢＳ側無線通信部２及びＰＳ側無線
通信部３が制御用信号を送受信していることを認知すれば（ステップＫ４３）、この制御
用信号の送受信タイミングを記憶領域に格納してから（ステップＫ４４）、割り当てられ
た絶対スロットでの制御用信号の送受信を停止させる（ステップＫ４５）。
【００５５】
　次に、通信制御部４は、従来の装置における処理と同様、ステップＫ４２で基地局ＢＳ
から割当を受けた絶対スロットを除外した絶対スロットのうち、雑音レベルが低い等で最
適と判断できる絶対スロットを移動局ＰＳ側のリンクチャネル割当として選択し（ステッ
プＫ４６）、通信制御部４は、移動局ＰＳ側に割り当てられた絶対スロットでＢＳ側無線
通信部２及びＰＳ側無線通信部３が制御用信号を送受信していることを認知すれば（ステ
ップＫ４７）、この制御用信号の送受信タイミングを記憶領域に格納してから（ステップ
Ｋ４８）、割り当てられた絶対スロットにおける制御用信号の送受信を停止させる（ステ
ップＫ４９）。
【００５６】
　そして、ＰＳ側無線通信部３は、元々、位置登録リンクチャネル確立要求を送信してき
た移動局ＰＳに対し、位置登録リンクチャネル確立要求を受信したスロットと同一絶対ス
ロットを用いて、リンクチャネル割当によって選択した移動局ＰＳ側の絶対スロットを制
御信号で通知する（ステップＫ５０）。
【００５７】
　この段階で位置登録リンクチャネル確立の処理が完了するので、基地局ＢＳ及び移動局
ＰＳは、割当スロットを用い、無線中継装置１を介して位置登録の手続きを行えることと
なる。
【００５８】
　この後、位置登録処理が完了した段階で、上記記憶領域に格納した基地局ＢＳ側及び移
動局ＰＳ側割当絶対スロットにおける制御用信号の送受信タイミングを読み出し、該タイ
ミングにて直ちに制御用信号の送受信を開始する。
【００５９】
　このように、この無線中継装置１を用いることで、位置登録処理の完了後、直ちに予め
記憶してある送受信タイミングを用いて制御用信号の送受信を開始することができるので
、この位置登録処理の直後に実際のデータ通信の要求が発生しても、所期の通信速度が必
ず得られるようになる。
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【符号の説明】
【００６０】
　１　無線中継装置
　２　ＢＳ側無線通信部
　２ａ　ＢＳ向けアンテナ
　３　ＰＳ側無線通信部
　３ａ　ＰＳ向けアンテナ
　４　通信制御部
　５　電源
　ＢＳ　基地局
　ＰＳ　移動局

【図１】 【図２】
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